
ルの円滑な回転である。このような社会環境の

変化の結果，日本知的財産協会における知財教

育の役割も相対的な意味で変化したと思う。

この戦略大綱が出されたとき，私が思ったこ

とは，確かにすばらしい政策だが，いったい誰

がこれを現場で遂行するのかということであっ

た。「いったい誰が」，･･･やれる人は少ない。

一番必要なことは，戦略大綱の中身を実行する

知財人材の育成なのである。折しも当該政策を

受けて，東京大学先端科学技術研究センター

（先端研）により先端知財人材育成オープンス

クールの募集があったので迷わず応募し，第１

期生として知財に関する様々なこと及び知財人

材教育のあり方を学ぶ機会を得た。ここで，妹

尾堅一郎教授にお会いすることとなるのである

が，妹尾教授に伝授していただいた授業法は，

関東C8Bでの授業法に大きく影響を与えてくれ

217知　財　管　理　Vol. 56 No. 2 2006

抄　録 知的財産協会の特許明細書作成研修（関東C8B明細書の書き方　電気・機械）を10年継続
して実施してきたが，この10年の間に，知財シーンは大きく変わり，知財立国のために様々な人材が
必要となり，その育成の要請はより大きくなってきた。
そこで，本稿では，過去に行ってきた明細書作成指導の中核的な事項，すなわち，発明の分析に必

要な基本的知識として，①発明とは何か，②権利一体の原則，③発明の特許要件，ということと，そ
れに基づく，静的分析，動的分析からなるIP－SD法を振り返り，その作業が，コンセプトワークで
あることの「気づき」に言及する。
そして，明細書作成のために必要なコンセプトワークの技能が，知財の創出や活用にとって有用な

ことを紹介する。
そして，そのような気づきを基に，今後の知財人材育成のためにどのようなことが必要なのかを，

昨今の関連記事を参照して，検討している。

目　次

1． はじめに
2． 特許教育（関東C8B）で教えてきたこと（IP－
SD法）

3． 特許教育から学んだこと
4．「知財人材」の育成について
5． 最後に

＊ 秀和特許事務所　弁理士　Tsutomu TOYAMA

遠 山 　 勉＊

知的財産協会主催の特許明細書作成研修（関

東C8B明細書の書き方　電気・機械）をここ10

年担当させていただいている。毎年基本的には

同じことを教えているが，この10年の間は，バ

ブル経済破綻に伴い，世の中は大きく変わり，

知財を取り巻く環境も大きく変化した。政府か

らは，知的財産戦略大綱が出され，知財重視の

政策が次々と打ち出された。そこでの基本は，

知財の創出・保護・活用という知的創造サイク

1 ．はじめに

論　　説

特許教育から学んだこと・考えたこと
――望まれる知財人材とは何か――
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た。

知的創造サイクルを考えるとき，最も基本的

なことは，知財の創出である。知財の創出がな

ければ，その活用もありえない。その一方，創

出しただけで活用がなければ宝の持ち腐れであ

る。よって，良質な知財を創出しつつ，生まれ

た知財を活用できるインフラの整備と人材育成

が望まれる。

このように見ると，保護の部分は従来のまま

で良さそうに思えるが，答えは否である。知財

の創出と活用を考えるとき，この「保護」に対

する取り組み方もさらに進歩していかなければ

ならないことにも気づく必要がある。特許明細

書は発明保護の主たる部分を担うものである

が，特許明細書のあり方は，特許発明の活用に

おいて大きな影響を与える。よって，単に出願

すればよかった時代とは，自ずと異なることと

なろう。

これまでの，関東C8Bコースの研修を通じて，

私が教えたかったことは，単なる明細書の書き

方ではなく，実は，その前提となる，発明を把

握するための手法である。すなわち，発明とい

うものの見極め方，換言すれば，「目利き力」

である。これが，「保護」のための基本である

と思う。そして，この目利き力を身につけると，

その応用範囲は，単に明細書を書くということ

だけに止まらない。

それが，「発明創出」の手助けとなることに

通じることに気がつくはずである。一方，「知

財活用」の場面においても，この目利き力は重

要である。侵害事件交渉はもちろんのこと，ラ

イセンス交渉，M&Aに伴う，技術価値，事業

価値，ひいては企業価値を判断する際の手法に

も資することに気づくであろう。このように，

「保護」という側面から，「創出」側へのウイン

グの広がりと，「活用」側へのウイングの広が

りとが，発明を見いだす目利き力を鍛えること

で可能となるのである。

以上を踏まえ，これまでの研修を振り返り，

明細書研修を通じて私が教えたかったことに言

及しつつ，この教育を通じて私自身が学んだこ

ともご紹介し，今後の知財人材の育成について，

ふれてみようと思う。

伝統的に特許実務は，明細書に始まり明細書

に終わると言われる。この点は，知財ビジネス

が拡大しつつある現在でも，一つの真理であろ

う。しかし，明細書を書けば書くほど，特許を

知れば知るほど，明細書に自信がなくなってい

く。私が特許業界に入った約25年前，特許明細

書の作成手法についての一般的教科書はほとん

ど存在しない状態だった。特許公報を見なが

ら，見よう見まねで書き，先輩方の添削を受け，

その都度，新しい発見をしながら，少しずつ上

達していくという，まさに職人の世界であった。

教える方も教わる方もかなりの時間を必要と

し，効率的ではない。これを何とか定量的にで

きないものか，と常々考えていた。しかし，特

許法には，36条で明細書の開示要件が記載され

てはいるものの，発明をどのように文章化すべ

きかの具体的な手法は当然ながらない。

明細書作成手法の定量化のきっかけは，それ

ほど難しいものではなかった。とある会社の発

明提案書を読んでいるときであった。その提案

書は，自由奔放な書き方で，従来技術が記載さ

れていると思ったら，本発明の効果になり，ま

た，従来例になり，比較例が出たと思うと，ま

たまた，本発明の効果が出てくる。一体全体，

発明の構成はどこにあるのかと思うと，従来例

の説明の中に紛れ込んでいる。ともかくわかり

にくいものであった。

どうしたものかと思案しつつ，提案書のコピ

ーをとり，記載事項を切り取り，従来技術，発

明の目的，構成，効果の項目毎に分けて貼り付

2 ．特許教育（関東C8B）で教えてき
たこと（IP－SD法）
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けて見た。切り貼りをしてみると，効果は記載

してあるものの，その論理的前提となる構成の

記載がない。そこで，初期の効果を奏すべき発

明の構成は何であったかを，発明の作用・効果

から逆算することとし，その結果を発明者に確

かめる，という作業を行った。これにより，何

が見えるかというと，発明の本質が見えるので

ある。そこで，これを種にして，明細書の書き

方を定量化しようと考えた。現在の明細書研修

の原型ができあがった。約21年前の話である。

その後，企業の方々から開発者向けに特許研

修をやって欲しいとの依頼が来るようになり，

本格的に研修プログラムの開発に取りかかっ

た。この時期の研修は，二泊三日での合宿形式

であった。特許研修だからといって特許法の内

容を説明していくことはしない。日夜仕事に追

われている企業の開発現場で，特許法の講義を

するほど，する側も聞く側もおもしろくないも

のはない。研修効果も上がらないことは目に見

えているし，研修を受けたことすら，１年も経

たない内に忘れてしまうのが関の山である。

そこで，特許法に係わることは，必要最小限

に止め，後は，発明を発掘して，すなわち，発

明が何であるかを認識し，それを，特許部員あ

るいは弁理士に正確に伝達できること，までを

目標とした。

まず，前提となる必要最小限の特許法の知識

であるが，ここで教えることは，大きく分ける

と，次の３つである。

① 発明とは何か

② 権利一体の原則

③ 発明の特許要件

具体的には，次のような内容である。

第１の「発明とは何か」について 図４　発明の本質は「機能」である

図３　発明の目的・構成・効果

構成（手段）が変われば， 
効果が変わる 

目的・構成・効果の対応関係を考えよう 

構成 

目的１ 効果３ Ａ 

目的２ 効果２ 

目的３ 効果１ 

B

C

D

図２　実務上の発明の種類

図１　発明とは何か
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第２の「権利一体の原則」について

第３の「発明の特許要件」について

もちろん，さらに突っ込んで特許法の話をし

てもよいし，審査基準の説明も時には必要とな

るが，発明を把握し，明細書を書くという意味

では，図１～図６に示したことで十分である。

以上を利用して，発明を分析し，特許明細書

図６　特許要件

図５　権利一体の原則

を書くための材料を見いだす。

発明者が発明をした場合，発明者自身が認識

している発明は，その発明の単なる一実施例で

ある場合がほとんどであり，単なる社会的客観

的事実としての発明にすぎない。したがって，

明細書にする場合には，その実施例から発明で

ある技術的思想にまで高め，法的に構成された

思想としての発明とすることが必要である。

そのために，

① 発明の静的分析（事実認定）

static analysis

② 発明の動的分析（評価）

dynamic analysis

を行う。知財である発明のstaticな分析と，

dynamicな分析とからなるので，IP－SD法と

名付けた。

図７　灰皿の分析
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発明の静的分析（事実認定）は，社会的客観

的事実としての発明（実施例・実施品）の構成

を確認する作業である。

まず「目的」「構成」「作用・効果」の項目を

有する１枚の紙を用意する。

次いで，各項目に，観察した結果のデータを

「ありのまま」記述する。

ありのままとは･･･見たとおりのまま･･･何ら

の加工もしないということである。各構成要素

の価値を評価せず，事実行為の結果として平等

に扱うということである。事実認定は，客観的

に，冷静にすることに注意が必要である。

次に，静的分析で各項目に記載した事項を客

観的に眺め，以下の点を導き出すため動的分析

を行う。

i） 発明特定要素（構成要件）の上位概念化

ii） 目的達成のための必須要件の抽出と必須

ではない従属的特徴点の抽出

iii）権利一体の原則を応用し，各構成要件の

順列・組み合わせによる複数の発明の抽

出（物と方法の発明双方）

iv）上位概念化に伴い空洞化した実施例の補

充（明細書作成のための補充データ）

v） 副次的効果の発見と，それに対応する副

次的目的の設定

vi）分析結果から導き出される新規研究開発

テーマの発掘（おまけ）

ここで，上位概念化のためには，作用・効果

（機能）からのフィードバックによる分析を行

う。

手順１）各構成要素に着目し，どのような機

能・作用を有しているかを検討して，その機能

と同一の機能・作用をする他の代替構成はある

のかを逆算する。

手順２）目的達成上の最小限の構成を検討す

るために，課題を解決するための前提となる効

果は何かを考え，その効果を奏するために前提

となる構成は何かを逆算する。

手順３）同時に作用・効果から応用品を考え

る。

手順４）発明の種類を考える。

手順５）当該構成が発明を構成するであろう

との証明となる必要データがあるか否かを検討

する（実施形態の補充）。

手順６）構成要素の機能・作用から別の効果

がないかを検討する。

手順７）構成要素の機能・作用から本発明と

異なる概念の別のテーマを見いだせるかを検討
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する。

手順８）従来例を考慮して，発明の必須構成

要素の限定を行う。

手順９）以上により，明細書に記載すべき発

明の構成要素が上位から下位の概念として抽出

されるので，分析結果で得られたデータを最終

的に認識した目的対応で分類し，明細書の各項

目に振り分け，明細書を作成する。

以上が，関東C8Bで行っている明細書の書き

方（総論）のエキスである。

種を明かすと，わずかこれだけなのである。

要は，具体的技術としての現実的発明の各構成

要件を，当該構成要件のもつ機能に着眼して，

水平方向と上位方向へと拡大し，得ようとする

効果から必須の構成要件を選択するというエン

ジニアリングである。明細書を書く上で，十分

とは言えないが，必要最小限かつ最も重要なこ

とである。特許明細書を書くという作業は，現

実の具体的技術としての発明から，特許法上の

発明思想へ昇華させる，という概念化作業なの

である。

特許明細書を書くことは，与えられた発明に

3 ．特許教育から学んだこと

関する情報を上記のように分析して，概念化し，

その結果を基に，法律の条件に従って発明を文

章で表現することである。よって，上記のよう

な分析に加え，明細書の書式，その記載要件，

文章表現スキルも教える。しかし，わずか４回，

合計12時間で，それらに基づいた表現手法を十

分に伝えるのは不可能である。実際問題として，

文章作成スキルは，明細書を数多く書いて様々

な発明の表現を経験することが最も早道であ

る。そこで，授業では上記のようなエキスを教

えることが中心となる。

このIP－SD法を，手を変え品を変えて毎年

教えてきたが，毎年何らかの気づきがある。テ

キストの形式，例題のあり方，説明の順序等，

よかったり悪かったりで，気づいたことを翌年

の手法に反映しさらにわかりやすくとの思いで

あった。

この手法は極めてシンプルであるから，誰で

も理解でき，誰でも実行可能なはずである，と

当初は確信していた。しかし，実際にやってみ

ると，人によるばらつきが大きい。

毎回の演習には，分析結果から発明を把握し

てクレームを作成し，さらに，明細書を書くた

めのアウトライン（レジメ）を作成するのが課

題としているが，同じ例題を扱っても，回答者
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によって，千差万別な結果が出てくる。一つは

表現方法に慣れていないということがある。表

現手法は一朝一夕に習得できるものではないの

で，割り引いて考えなければならない。そうす

ると，大まかにグループ分けできることがわか

った。

一つは，分析により，構成要件の水平方向と，

上位方向への拡大，さらに，必須構成要件の抽

出が正確にできるグループ。

一つは，構成要件の特定があいまいではある

が，おそらく，上記のやり方は理解できたであ

ろうと思えるグループ。

さらに一つは，概念の拡大ができない，目

的・構成・効果という観点からしたとき，選択

した構成要件との関係で目的，効果と論理的整

合性がないなど，手法を理解していないグルー

プ。

というように３つのグループに分けられる。

その比率というと，２－６－２の原則というの

があるが，まさに，それに当てはまる。

この原因の一つはすぐにわかった。静的分析

がしっかりしていない場合に成果が出ないとい

うことである。与えられた題材の中核的部分に

のみ着眼し，それにとらわれて，静的分析をす

べきところ事実上動的分析から入ってしまって

いる場合である。視野が狭く物事を客観視でき

ない場合に陥りやすい。「ありのままに」とい

うことを強調し，どんな構成要素でも分析対象

から外さないということを理解してもらえば解

決する。

さらに，もう一つの原因があった。しかし，

これはかなりの間気がつかなかった。それは，

権利一体の原則（技術的範囲の属否論の基礎）

に基づく発明の異同と発明の新規性に基づく発

明の異同とを混同してしまう場合である。

「発明とは新規なものである」という記述は

正しいことである。従って，構成要素において，

新規な部分を有する発明は，従来の発明からみ

て，「異なる発明」であって，他の特許要件を

満たせば，登録される。しかし，このことが，

発明概念のくくりを考える上で大きな誤解をも

たらす。いわゆる利用発明の関係が，同一時空

間で生じた場合であると思っていただけるとよ

い。利用発明は，先願発明の構成＋新規な構成

要素の問題であって時間的には先後するが，同

一時空間に，ＡＢＣからなる発明と，ＡＢＣ＋

Ｄの発明があり，Ｄは新規な構成である，とい

うと，ＡＢＣ＋Ｄは，発明として，ＡＢＣから

なる発明とは全く異なる発明であって，同一概

念ではくくれないと思いこんでしまう人がいる

ということである。今後，特許研修をされる際

は，この点を注意されるとよろしいかと思う。

ただ，このことがクリアされたとしても，

２－６－２の原則が崩れたとは言えないように

思える。同じ方程式を与えても結果が異なって

しまうのは，各人固有の定数が異なるが故のこ

となのだろうか。発明把握を上手くできる人の

共通点は，事実としての発明を客観視できるこ

と，論理的思考ができ，事実としての発明を抽

象化して法的空間の中で概念化できるというこ

とである。研修を通じてわかってきたことは，

この能力を元来持ち合わせている人がおり，そ

の比率が約10～20％であり，２－６－２の原則

におおよそマッチすることである。

残された課題は，このような能力をどのよう

に開発していけばよいのか，という点である。

特許明細書の作成を含めて，なんらかの創造

をするためには，その前提となる対象（技術と

かデザイン対象，あるいはそれらの素材となる

要素技術など･･･）を認識しなければならない。

すなわち，ある種の気づきがなければならない。

これは事実認定である。

しかし，「事実と呼ぶものは，実は概念（コ

ンセプト）によって経験的世界から切り取られ

た現実の一部に他ならない」（高根政昭の「創

造の方法学」講談社現代新書より）。経験世界
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における概念がなければ，事実認定ができない

のである。概念というサーチライトによって事

実が照らし出される。

このことは，事実の見方が自身の有する「概

念」によって変わってしまうことを意味する。

そして，概念を変えるためには，それを有する

者の「考え方」を変える必要があり，多くの経

験を通じて，多くの概念を取り入れる必要があ

るということである。これは，上記した静的分

析ですら，その前提として，コンセプト力を必

要としていることを意味する。いわんや，動的

分析ではなおさらである。

コンセプト力に関連して，明治大学文学部教

授の齋藤孝氏は，『「できる人」はどこがちがう

のか』（ちくま新書）の中で，コメント力とい

う形で表現している。

氏によれば，できる人は，『まねる（盗む）

力・段取り力・コメント力という３つの力に優

れていることと，（自分の）「スタイル」という

コンセプトを持っていること』になる。そして

さらに，『まねる（盗む）力の前提は，「あこが

れ」「願望」である。ああいう人になりたい，

というあこがれ。棟方志功は，わだばゴッホに

なる，と言って，実践した。段取り力は，技を

盗むことで覚えられる。技を盗むことは段取り

を盗むことである。技を盗むことは，暗黙の内

に行われている事柄を認識し，表面化させるこ

とである（暗黙知→形式知）。ここで必要とな

るのが，コメント力（事柄を要約する力，不明

な点を的確に質問する力）である。盗んだ結果

につき自分流に首尾一貫した変形を付与したも

のが，自分のスタイルとなる。』という。

となると，ここでいう，「コメント力」を鍛

えることが，コンセプトワークには必要だとい

うことになる。この点，有田芳生氏著の「コメ

ント力」を鍛える（生活人新書：NHK出版）

では，『コメント力＝情報料理術の「すべて」

である。コメント力と取材力の根源は共通して

いる。コメントとは，何かを見たり聞いたりし

た後に，その対象について得ることができた自

分の認識を凝縮した言葉。コメント力の出発点

は，自分の言葉で対象を理解し，認識すること

だ。認識力とは人間を理解する力＝人間力とい

ってもよい。コメント･･･コミット･･･対象に働

きかける力なのである。』とのこと。

してみると，『対象を認識し，ある種の特定

された「短い言葉」に凝縮し，当該対象物の最

も特徴的なものをシンボル化して言い表す表現

力』・・それがコメント力ではないかと思うし，

それはまさしく特許請求の範囲において発明を

特定する作業そのものである。

では，これを鍛えるにはどうしたらよいので

あろうか。上記書物には必ずしも明確には示さ

れていない。で・・私なりの見解。

まず，必要なのは，「観察力」であろう。対

象を冷静にそして客観的に観察し分析する。分

析して見えてきたもの。そこには「気づき」が

必要である。さらに，気づいた（複数の）「物」

の軽重をおし量り，最も重要なものに着眼する。

最後に選ばれた「物」を，最も適切な言葉で表

す。そこでは，選ばれた「物」を最も象徴的に

表すシンボリック的な言葉が用いられなければ

ならない。このためには，前提として多くの

「ボキャブラリー」を蓄積していなければなら

ないし，その中から最適な表現を引き出す，

「センス」が必要となるのである。発明を見い

だす「目利き」にはこのような力が必要である。

まさに，知財のセンスなのである。

ところで，せっかく対象の中の「特徴的なも

の」に「気づく」ことが出来ても，それを自分

の「ボキャブラリー」で表現できない人がいる。

すなわち，自分の枠内で「認識」できない人だ。

そういう人はどういうことをするかというと，

自分の持っている「ボキャブラリー」の中で最

も近い概念の枠内に，無理やり押し込めてしま

う。そして解ったようなふりをしてしまう。そ
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ういう人は全く成長しない。自分という小さな

器の中で成長が止まってしまうのである。自分

の持ちごまが無いときは，素直に降参して，新

しい概念として受け入れる必要がある。

ここまで話が進むと，もはや特許明細書の話

では無くなるかもしれないが，この点は，知財

を扱う上で最も基礎的かつ重要なことであると

確信している。

次に，研修を通じてさらに気がついたことは，

これは研修を受けた企業の方からの指摘であっ

たが，この手法を，新たな発想法としてとらえ，

新規技術の開発や，他社特許回避のためのデザ

インアラウンドに利用できるということであ

る。発明の基礎となる従来技術，回避すべき特

許発明を分析対象として，静的分析・動的分析

をすることで，分析対象とは異なる新たな発明

を開発できるということである。発明保護のた

めの手法が，発明創造への応用となる。すなわ

ち，知財創出のためのパテントエンジニアリン

グへのウイングの広がりである。

さらに，当該分析手法をなにも技術の分野だ

けでなく，他のビジネス手法の開発に利用する

ことも可能であることに気づくであろう。ビジ

ネスといっても，そんなことは不可能と思うか

もしれないが，そういう人はビジネスモデル特

許を開発してみると良いかもしれない。過去の

多くの経済人の成功談を読むと，共通している

のは，ビジネスを構成する経営資源の組み合わ

せの妙なのである。その組み合わせをどういう

切り口で行うのか，そこに「妙」といわれるテ

クニックがあるが，それは，意外にも，上記の

ような発明分析法に共通するところがあるよう

に思えてならない。これを立証するのは今後の

課題であるが･･･。

ところで，10年の間に，世の中は大きく変わ

ってきた。皆さんも内閣の知的財産戦略本部か

ら出された知的財産戦略大綱は，ご存知であろ

う。弁理士に直接関わることとしては，特定侵

害訴訟代理人たる資格付与である。そのための

能力担保研修を受けることとなった。これに先

立ち，先端知財人材育成オープンスクール（IP

スクール）を受講したことは先に述べたことで

ある。オープンスクールについての詳細な報告

は，「知財ビジネスに資する人材を育成する」

（妹尾堅一郎　AcTeB Review ４号）を参照さ

れたい。

この授業は，2002年11月から翌年２月までの

４ヶ月に渡り，しかも，欠席不可という厳しい

ものであったが，その内容の充実ぶりと，講師

陣のすばらしさには驚きを隠せなかった。大学

の教授陣が主であったが，民間企業で知財をビ

ジネスとして扱っている方も講師として参加し

ていた。正直いって，伝統的な知財分野以外に，

これだけ知財に関連した分野の専門家がいると

は驚かされた。IPスクール校長の妹尾堅一郎教

授は，先端分野での学習のあり方として，互学

互修という概念を打ち立てた。不確定で体系化

されていない分野では，互いに教え，学びあう

という手法が重要であると・・。知的財産法の

分野は，常に実務主導で進んできた。科学技術

の進歩は，法の整備より常に先に進んでいく。

私が弁理士受験をしていたころは，プログラム

は発明ではないとされていたのが，今では物の

発明であるという。法律が後追いするのはどの

法律分野でも同じであるが，知財は現実社会の

変革が速すぎる。このようなスピードの中では，

互学互修をすることで，各人の先端知識と知恵

が融合し，新しい現実に対応した解決手段が生

まれるので，その解決手段としての適否を現場

対応で検証していく手法は，きわめて現実的で

ある。

IPスクールでの学びの場に加えて，オプショ

ン的に，MOT授業が提供された。その中でも

関東C8Bの授業にも大きく役立ったのが，実務
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知の授業法であった。また，授業を設計するプ

ログラムディレクターの研修講座もさらに役だ

った。

ここで，授業法には，伝統的な講義形式，セ

ミナー形式，ワークショップ形式，ドリル形式，

メソッド形式（ロールプレイメソッド，ケース

メソッド，プロジェクトメソッド，エディトリ

アルメソッド）などがあることを知ることとな

る。

さらに，プログラムディレクターの研修で指

摘されたことは，「多くの実務家教師は，講演

はできるが講義はできない。講義はできるが授

業はできない。何かを教えなければならな

い・・と思っているが，ノウハウとハウツーさ

え教えればよい，と思っている。教育のコンセ

プト，ねらい，立ち位置が重要。盛り込みすぎ，

体験談，雑誌記事のバラエティ。学術に基づい

て実務のコンセプトを教えることが重要。社会

人受講生は，学ぶことは自分を変えることなの

に･･･プライドが許さない。受講生の思い込み

は，知識や手法，答えやハウツーを教えてもら

えばいいとの思いこみ。教員サイドと受講生サ

イドをつなぐプログラムディレクターがいな

い。」とのこと。まことに耳の痛い指摘であっ

た。これらを通じて感じることは，知財分野で

も教育のプロを育てることが重要であるという

ことである。

知財人材の育成には，まず，知財人材の教育

者の育成が先決問題である。

知財人材の育成には，もはや知識伝授型の講

義形式は無理であるということである。ワーク

ショップ形式に代表されるような，知財を肌身

に感じることのできる授業が好ましくそのため

には人数は20名，最大でも25名が限度である。

できるだけ知財現場に近い素材を提供すること

が重要である。なお，最近，妹尾教授が理事を

されているNPO法人産学連携推進機構の構成

員でもある，産能大学経営情報学部長岡健助教

授から，学び方を教えるという手法もあること

を知った。なるほどと思った。知財を学ぶには，

知財のこと自体を教えるのではなく，どうすれ

ば知財のことを学べるかを教えるということで

ある。知財は実感してもらえない限り教えるこ

とはできない。そういう意味で，どのようにす

れば実感できるかの道筋を教えればいいのだ。

後は自身が学んでいく。この点は今後，関東

C8Bでも取り入れてみたいと思う次第である。

ところで，妹尾教授にIP－SD法の知識伝授

における２－６－２の原則が崩れないことの理

由を問うたことがある。発明の概念化はコンセ

プトワーク（これは妹尾教授の専門分野でもあ

る）であること，それを上手く行うには，表現

の手法としての語彙力が必要であるが，若い人

たち（ゲーム世代）には語彙力がないとのこと。

特許明細書は語彙力の問題でもあることは間違

いないので，その指摘にはなるほどとうなずか

ざるを得ない。

そして，改めて「学んだこと」。それは，知

財は模倣と創造からなるということ。IP－SD

法では，実発明技術を構成要件に分解し，それ

らの組み合わせの取捨選択で発明思想の概念化

を図る。個々の構成要件は，すでに先人が開発

した自由技術であることが多く，発明すべての

構成要件に新規性があるわけではない。構成要

件の一つに新規性があるか，たとえすべての構

成要件が要素技術としては公知であっても，そ

の組み合わせが新規であれば発明となる。これ

は，知財創出には必ずといって良いほど模倣

（公知技術の要素的コピー）が前提となるとい

うことだ。知財の分野で模倣というと，ともす

ればそのすべてが悪と思われがちであるが，ま

ずは，模倣（但し，創造のための必然的模倣）

ありきなのである。模倣なくして文明の発展が

ないことは，シルクロードの歴史を見てもわか

るように，多くの過去の文明が語るところであ

る。一つの知財教育から学ぶことは多く，興味
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はつきない。

関東C8Bでの研修は，知財の伝統的な分野の

研修ではあるが，少なからず知財人材の育成と

いうことに貢献できているとは思う。しかし，

ここでは改めて，知財人材とは何かを考え，知

財人材の育成のためにどのようなことをしてい

けばよいのかを考えてみたい。これは，提案と

いうより，これまで知財分野で実務を行い，少

なからず知財教育を行ってきた者として，今後

どのような後進を育てていけばよいのか，とい

う自らへの問いの意味が大きい。

この問題に先立っては，まず「知財」は何の

ためにあるのか，というということを考えねば

ならない。その必要性に資する人材を育成する

必要があるからである。この命題に対し，何と

答えるべきであろうか。遠くは，文化・産業の

発達のため，と言えようが，企業人，経済人に

とっては，「経営のため」であろう。知財は，

経済価値を有するものであり，経営に活かされ

てこそその価値があるからである。そのような

知財の特質を考えた上での知財人材の育成であ

る。

ところで，知財人材の育成については，多く

の方々が多方面で語られており，その問題点等

はおおかた検討されているようだ。

先に，IPスクールの校長としてご紹介した妹

尾堅一郎教授は，『先端的な融合領域における

「広域専門職」「汎専門職」を育成する－「知財

ビジネス交渉学」が必要な背景』（パテント

2005 Vol58 No.８）で，知財の専門職として，

５つのタイプを掲げている。

（1）通常専門職（プロフェッショナル）：最

低限の「デュープロセス」を修得している人。

（2）高度専門職（ハイグレードプロフェッシ

ョナル）：高度の専門性と普通の領域性を持つ

4 ．「知財人材」の育成について

専門職。

（3）広域専門職（ワイドプロフェッショナ

ル）：普通の専門性と広い領域性を持つ専門職。

法務・技術・経営の三分野のどれかの専門家が

他の２分野の知識を持つことを通じて知財マネ

ジメント全体に目配せできるようになる。

（4）超専門職（マルチプロフェッショナ

ル）：高度な専門性と広い領域性を持つ専門職。

三分野の全てについて専門家と言えるスーパー

マンである。

（5）汎専門職（メタマネジメントプロフェッ

ショナル）：専門職をメタレベルで活用できる，

すなわち知財マネジメント全体自体をマネジメ

ントする専門職である。

伝統的知財業務からすると，弁理士なり知財

部員は，まず，出願手続きから経験し，最低限

のデュープロセスを身につけていく。これが通

常専門職であるが，これだけでは，今後の知財

人材としては不足である。よって，勢い，高度

専門職となるべく努力のベクトルが向く。妹尾

教授も，通常の知財人財育成は，高度専門職を

想定しているように見える，と指摘する。しか

し，このような方向のみでは，従来型の知財の

枠を出ることはできず，政府が主導する知的財

産戦略大綱がカバーする分野を担う人材の育成

にはほど遠い。

そこで，広域専門職が必要となる。専門職と

しての軸足を一つの分野に置き，他の分野を含

めた全体を見渡し，他の分野の専門職と協働す

ることで，適切な解を依頼人に与えることがで

きる。知財経営コンサルテーションの分野での

人材はまさにこの分野であることも妹尾教授は

指摘する。

以上の専門職は，それなりのキャリアを積ん

でくれば到達できる。これに対し，超専門職は

別格である。すべての分野に精通し，どの分野

でも特定レベル以上の成果を出すことのできる
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“スーパーマン”である。しかし，これを目指

すことは危険である。中途半端で終わると「何

でもできます」＝「何もできません」というこ

とになりかねない。妹尾教授が指摘するように，

超専門職は，育てるより，出現を促す方が効果

的・効率的であり，目指すものではなく，最初

からそういう人はそうなのだとしか言いようが

ない。よって，知財人材育成の対象たるもので

はない。

最後に，汎専門職であるが，妹尾教授によれ

ば，「三分野のそれぞれに関する基礎知識を踏

まえた上で，各専門家を活用しつつ，融合領域

である知財マネジメント全般を統括できるプロ

フェッショナルである。「テクノビジネスプロ

デューサ」と呼ぶことも可能であろう。現在，

特に企業において求められており，かつ我々が

人財育成で（たとえ少数であっても）育って欲

しいのは，実はこのタイプに他ならない。この

専門職になるには，知財関係の様々な専門家か

ら流入が始まるだろう。」としている。

知財経営コンサルテーションが可能な広域専

門職の者が，マネジメント手法を学んだとき，

この汎専門職となっていくことが想定される

が，この分野に入ってくる者は，伝統的知財の

実務家からだけでなく，むしろ，技術側，ある

いは，経営側からの者も多いのではなかろうか。

この汎専門職としては，どうしても経営センス

が必要とされる。木を見て森を見ずというタイ

プでは，全体をコントロールすることはできな

い。経営者が知財経営をするとき，この汎専門

職の役割は大きい。経営者自身が汎専門職とし

ての能力を兼ね備えた例もあるが，それは稀な

ことが多い。むしろ，経営者としては，このよ

うな汎専門職を経営参謀として，側近に迎える

べきであろう。

次に，2005年２月22日に開催された，第４回

JIPA知財シンポジウムの開催報告書に，シン

ポジウム中に行われたパネルディスカッション

「企業経営に必要な知財人材の育成はどうある

べきか」の内容が記載されている。ここでは，

どういう知財人材が企業経営に必要なのかにつ

き，多くの示唆がある。それらをいくつか抜粋

し，検討してみたい。

「知財部が出願業務だけをやっているような

時代であれば，そこで求められている人材とい

うのは，それこそ体系化され，標準化された知

識を事前に学習し，あとは同種のタイプの経験

を現場で反復，継続的に繰り返すことによりそ

れなりの出願業務の専門家になっていくのだろ

うとは思う」（独）工業所有権情報研修館人材

開発統括監　高倉成男氏。

これは，まさに伝統的知財の分野で行われて

きたことで，企業のみならず，弁理士の業界で

も全く同様である。

「技術・経営・法務にまたがる問題というの

はいまだに標準化されていない。専門家として

何を学べばいいかが体系化されていない。・・

発明としては進歩性があってすばらしいけど，

経営的には利益が出ない，あるいは特許法上の

発明の保護の対象となっていない。いわゆる価

値の葛藤が起きる問題であるということ。ある

いはライセンス交渉しても相手に応じて解決策

が異なるというんで非常に難しい問題があっ

た，こういう（ことを扱える）人材をどう育成

するかなんです。」（同　高倉氏　かっこ内は筆

者が追加）

すなわち，個々の現場で又は事案により若し

くは相手方との相対的な関係で変化する状況に

臨機応変に対応できる能力をもった人材が欲し

いということであろう。

また，三共株式会社執行役員・知的財産部長

大野彰氏によれば，『知財経営の視点から経営

者層が知財部門に求めているのは何かという

と，・・神の信託を王様，経営者に告げる巫女

の役割ではないか・・他人の特許を侵害しませ

んか･･･そこで，神様のところに行きまして，
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「神様どうでしょうかと聞くわけです。そうす

ると，神様が，「７分３分だね」とか言うわけ

です。私は国王のところへ行って「７分３分と

神様が言っております」とやるわけです。それ

で当たればまだ部長を続けておられるんで

す・・』とのこと。これは，すなわち知財部長

というのは，知財に関する目利きが必要だとい

うこと。侵害訴訟での勝ち負けの判断を含め，

専門的知識を駆使して，あるいは，そのような

知識を有する者を部下あるいは外部の参謀とし

て有し，それらからの知識・知恵を総合判断し

て巫女として，最終結果を経営者に伝える。こ

れは，知財のセンスの問題でもある。

このような知財の戦略スタッフを育てるに

は，どうしたらよいかにつき，大野氏は，寺子

屋方式のOJTを基本とすべしとする。この点は

同感である。実践で磨かないかぎり，体感しな

いかぎり知財は理解しにくい。それは，見えざ

る資産だからである。しかし，実際の教育現場

では，一度に多くの生徒に実際の仕事をさせる

ことは不可能であろう。そこで，できるだけ実

践に近い手法を取り入れることが肝要である。

ワークショップ形式，ロールプレイメソッド

等，実際の仕事にできるだけ近い状況を作り，

体感させていく方式である。企業内研修では，

これはやりやすい。私が関東C8Bで行っている

授業を企業内で行う場合，実際の開発現場で懸

案となっている課題を解決するということをや

ったりする。これは効果的である。

大野氏はさらに，『融合人間というのはどう

いう意味かといいますと，技術，法律，実務，

言葉，異文化消化能力というか，対応能力，こ

ういうやつが全部混じったような人でなければ

ならない，それから，問題解決能力よりも問題

発見能力の方が重要であるということです。問

題発見能力がつけば，問題解決能力もつく･･･

それから，一言で言うならば，好奇心の塊であ

れということです』と言う。

これは，的を射た言葉である。問題発見能力

は，知財でいえば「目利き」である。目利き力

は，好奇心の強い人の方が強い。

次いで，株式会社富士通経営執行役，法務・

知的財産権本部長　加藤幹之氏は，『知財に対

する意識改革が重要，日本は「知財文化革命」

が必要だ』とし，『まだまだ経営者自身が知財

の意識が低いのではないか，同時に，知財担当

者も経営という観点からの意識が低いのではな

いか･･･日本という社会自体もまだ，知財の意

識が低いのではないかということです。』とい

い，そして，求められる人材としては，『要す

るに，知財のプロに求められることというのは，

専門性プラス経営とか事業のマインド，その両

方だということ』とされる。そして，知財人材

と知財に係わらない人材とのローテーションを

重視され，大学と社会全体がそういう人材をう

まくローテートしていくような仕組みが必要，

と主張される。

知財に経営マインドが必要といっても，経営

の側面に一度も携わることがなければ，経営マ

インドもあるまい。それを，うまくローテーシ

ョンによって経験させられれば，そういう人材

もうまく育っていくであろう。これまでの知財

分野は，ある意味で閉鎖社会であった。それが，

今の時代は解放されつつある。これにより人材

の流動化が起こり，良い意味での，知財人材の

育つ土壌ができるかもしれない。

このローテーションについては，パネリスト

で，小松製作所の執行役員・研究本部長の淵上

正朗氏も賛同される。

以上の話と，先の妹尾教授の話を併せると，

高度専門職はもちろんのこと，広域専門職，汎

専門職の育成が重要であろうと思う。そして，

以上において，最も重要なことは，経営的視野

からの知財の目利きであると思う次第である。

巫女の話，問題発見能力の話しかりである。
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そして，人材育成の手法としては，同種のタ

イプの経験を現場で反復，継続的に繰り返すこ

とだけでは，もはや時代遅れ。知財現場で必要

な法律，技術，経営の知識を知財の現場からだ

けではなく，ローテーションで，外部から取り

入れる。このようなことをすることが重要であ

ることには大いに賛同する。また，OJTが知財

分野では極めて重要であることは疑いないが，

多人数を効果的に育成するのは難しい。そこで，

実際の課題解決プロジェクトに多人数（といっ

ても10～20名程度が限度であろうが）参加する

機会を作り，課題を解決するに至る経緯を体験

することで，プロジェクトの達成と教育を同時

に行う手法である。これには，プロジェクトを

実際に進めて課題を解決できる高度な実務能力

をもったリーダーが必要である。これは，例え

ば，知財訴訟の経験の少ない者を育成するとき

など，有効ではないかと思っている。訴訟経験

の十分な弁護士，弁理士，企業知財担当が中心

となり，訴訟の経験の無い者を集い，実際の訴

訟の進行の下，今なにをすべきかをその都度検

討しながら，事件の進行と教育を同期させてい

くのである。ただし，これには実際の訴訟の依

頼人の理解を得る必要がある。そのため，研修

を受けたい人から研修費用を取り，それを訴訟

経費にあてることで，依頼人の出費を抑える等

の工夫があれば理解は得やすいのではないかと

思う。いかがであろうか。知財人材の育成には，

かような，創意工夫が必要であろう。

そして，それでもそのような実践型の研修が

できなければ，疑似体験でもいいから実務を体

験的に学習する教材の開発が望まれよう。その

ような学習システムの開発が必要である。ただ，

私見ではあるが，知財人材には，コンセプト

力・コメント力が極めて重要である（訴訟にお

いても同様）と思うので，これを鍛える学習シ

ステムでもあって欲しい。

知財人材育成のあるべき姿を考えるとき，関

東C8Bの講義は，そのごく一部であり，関東

C8Bのみから，すべてを語ることは不可能かも

しれない。しかし，一事は万事，とくに，特許

明細書は知財シーンにおける物の考え方を代表

する。発明把握力如何は，発明を見いだすこと

のできる「目利き力」を左右するものである。

そして，この目利き力を使うことで，M&Aを

する場合の企業価値判断，技術価値判断もでき

る。これからの企業の方向性を見いだすために

必要な，「見えざる経営資源」を見いだす眼力

につながる。そういう眼力のある人が経営参謀

にいれば，まさしく「役員室にエジソンがいた

ら」（そういう本がありましたが）と同質にな

るであろう。そういう意味で，関東C8Bの研修

は，知財の基本的かつ重要な役割を担っている

ものと思う次第である。

最後に，知財は現場学である。現場で発明，

著作物，ブランドなど，それらが社会の中でど

のように生まれ，価値として動いていくのかを

実感しない限り，身に付かない。このことだけ

は忘れないで，知財人材の育成に貢献できれば

と思う次第である。

なお，2005年５月27日，椿山荘にて本年度定

例総会が開催され，その席にて，研修功労者と

して知的財産協会より表彰していただいた。特

許明細書作成研修（関東C8B明細書の書き方

電気・機械）を10年継続したことに対する表彰

であった。我ながら時の経過の早さに驚くとと

もに，実務家として，大変嬉しい表彰であり，

ここに，紙面をお借りして，関係者の方々に感

謝申し上げる。

担当当初の研修受講者は，120名強だった記

憶があるが，現在では300名を超え，ますます

盛んになってきた。昨今の知財ブームというこ

とだけでなく，世の中の方々が知財により関心

5 ．最 後 に
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を持っている査証であると思うとうれしい限り

である。

毎年，その都度発見したことに基づき，様々

な工夫を凝らし，少しずつの改良を加え今日に

至っている。数年前より，300名を超える受講

生では「無謀だ」といわれつつも，ワークショ

ップ形式も取り入れている。この長期にわたる

明細書教育を通じて，教える側としても多くの

「気づき」があり，ますます，知財に対する興

味が深くなっていく。

この知財教育に参加される受講生の方々と共

に，日本の知財立国に役立てればこれほど嬉し

いことはなく，知財人冥利に尽きるというもの

だ。
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